
３① 家畜疾病経営維持資金融通事業

１ 事業の目的
畜産経営において高病原性鳥インフルエンザ、ＣＳＦ、口蹄疫、伝達性海綿

状脳症（ＢＳＥ、スクレイピー等）等の広範囲に影響を与える家畜伝染病が発
生した場合には、患畜の殺処分、家畜の移動制限等の措置がとられることとな
る。

このような場合に、畜産経営の再開、継続及び維持に必要な家畜の導入、飼
料・営農資材の購入等に要する資金を融通し、畜産経営の維持に資するものと
する。

２ 事業の内容

（１）貸付対象者

① 経営再開資金
広範囲に影響を与える家畜伝染病等の発生に伴う家畜等の処分により経営

の停止又はこれに準ずる深刻な影響を受けた者

② 経営継続資金
広範囲に影響を与える家畜伝染病等の発生に伴う家畜及び畜産物の移動・

搬出制限等により経営継続が困難となった者

③ 経営維持資金
広範囲に影響を与える家畜伝染病等の発生により、深刻な経済的影響を受

けた者

（２）資金使途
家畜の導入、飼料・営農資材等の購入、雇用労賃の支払い等畜産経営の再

開、継続及び維持に必要な営農経費

（３）貸付条件（利率は令和２年10月19日現在）

経営再開資金 経営継続資金 経営維持資金
貸 付 限 度 額 (１頭当たり,100羽当たり）

個人：2,000万円 乳用牛13万円、肥育用牛13万円、繁殖用

法人：8,000万円 雌牛65千円、肥育豚13千円、繁殖豚26千

円、家きん52千円、繁殖用めん羊及び山

羊13千円

償 還 期 限 ７年以内
うち据置期間 ３年以内

貸 付 利 率 ０．８０％以内

３ 融資機関 農協、農協連、農林中央金庫、銀行等

４ 事業実施主体 （公社）中央畜産会

５ 融資枠（平成29～令和3年度） ５０億円
担当課：生産局畜産部畜産企画課

代表 03-3502-8111 内線 4893
担当者：伊藤（麻）・吉村



   ⑤経営維持計画の提出（経由） ⑥経営維持計画承認

　 （要綱別紙様式2号） 　（個人2,000万円超、法人8,000万円超）

   （個人2,000万円超、法人8,000万円超）

（通知）

　④経営維持計画に意見を付して提出 ⑦経営維持計画の

　（要綱別紙様式第2号）   承認通知（経由）

　（個人2,000万円超、法人8,000万円超） （個人2,000万円、

　  　 ④経営維持計画の承認報告 法人8,000万円超）

　　  （個人2,000万円以下、法人8,000万円以下）

　   ⑧経営維持計画 　　⑩貸付実行 ⑪貸付実行

       の承認通知       の確認   報告

　　　（④を含む）

   　  保証申込

農業信用
　　　　（利子補給）

基金協会   　   債務保証

　⑨ 資金融資

　③経営維持計画の審査
　　→④（個人2,000万円以下、法人8,000万円以下）承認

　　　　　　　　　（注）経営継続・維持資金は、個人2,000万円超、法人8,000万円超が機構理事長承認

影 響 を 受 け た 畜 産 経 営 体

３②　家畜疾病経営維持資金融通事業事務フロー図

（経営継続・維持、再開資金）

独立行政法人　農　畜　産　業　振　興　機　構

（公社）　 中 　　　央　　　 畜 　　　産　　　 会

 融 資 機 関（農協、銀行、信用金庫等）

都 道 府 県 知 事

融資機関の原資

地元機関

（県・市町村等）
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② 経営維持計画の内容審査・
意見を付して提出

① 経営維持計画作成・提出
（要綱別紙様式第1－1,2号（再開))

（要綱別紙様式第1－3,4号（継続･維持)）
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